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受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ マスクの着用や検温など、 感染症の予防にご協力をお願いします。

会
議
、
講
演
会
等
に
手
話
通
訳
等
を
希
望
す
る
方
は
開
催
1
週
間
前
ま
で
に
各
問
い
合
わ
せ
先
、
ま
た
は
下
記
フ
ァ
ク
ス
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
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5
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立
川
市
学
校
施
設
標
準
仕
様

（
素
案
）に
ご
意
見
を
お
寄
せ

く
だ
さ
い

　

小
・
中
学
校
の
建
替
え
を
順
次
進

め
て
い
く
に
あ
た
り
、
学
校
施
設
を

整
備
す
る
上
で
の
基
本
的
な
方
針
と

普
通
教
室
等
の
標
準
的
な
仕
様
な
ど

を
定
め
た
立
川
市
学
校
施
設
標
準
仕

様
の
素
案
を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
の

素
案
に
つ
い
て
ご
意
見
を
募
集
し
ま

す
。
く
わ
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
ほ
か
、
市
役
所〔
教
育
総
務
課（
2

階
63
番
窓
口
）、
市
政
情
報
コ
ー
ナ

ー（
3
階
）〕、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
、
子
ど
も
未
来
セ
ン
タ
ー
、
女

性
総
合
セ
ン
タ
ー
、
各
小
・
中
学
校
、

各
連
絡
所
、
各
地
域
学
習
館
、
各
図

書
館
、
各
学
習
等
供
用
施
設
で
ご
覧

に
な
れ
ま
す
。

●
ご
意
見
の
提
出
方
法　

1
月
12
日

（
水
）〔
必
着
〕ま
で
に
、
直
接
、
ま
た

は
住
所
、
氏
名
を
書
い
て
、
郵
送
、

フ
ァ
ク
ス
、
E
メ
ー
ル
で
教
育
総
務

課
・
内
線
2
4
7
4
Fax（
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２
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０
４
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u@
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へ
。
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
専
用

フ
ォ
ー
ム
も
利
用
で
き
ま
す
。

第
二
小
学
校
等
複
合
施
設
整

備
の
基
本
計
画
策
定
に
向
け

た
意
見
交
換
会

　

市
は
、
第
二
小
学
校
・
高
松
児
童

館
・
曙
学
童
保
育
所
複
合
施
設
の
整

備（
新
築
工
事
）に
向
け
た
基
本
計
画

策
定
に
あ
た
り
、
市
民
の
皆
さ
ん
と

意
見
交
換
会
を
開
催
し
ま
す
。
駐
車

場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

対
二
小
の
児
童
ま
た
は
二
小
に
入
学

予
定
の
子
ど
も
の
保
護
者
、
高
松
児

童
館
・
曙
学
童
保
育
所
の
利
用
者
、

近
隣
に
お
住
ま
い
の
方
時
▽▽
1
月
22

日（
土
）午
後
1
時
30
分
〜
3
時
▽▽
1

月
27
日（
木
）午
後
7
時
〜
8
時
30
分

場
二
小
体
育
館
定
各
１
０
０
人（
申

込
順
）保
各
4
人（
1
歳
〜
学
齢
前
）

持
上
履
き
申
1
月
14
日（
金
）〔
保
育

を
希
望
す
る
方
は
1
月
7
日（
金
）〕

ま
で
に
、
電
話
、
ま
た
は
氏
名
、
電

話
番
号
、
参
加
希
望
日
、
保
育
の
有

無（
あ
り
の
場
合
は
人
数
と
年
齢
も
）

を
書
い
て
、
フ
ァ
ク
ス
、
E
メ
ー
ル

で
、
教
育
総
務
課
・
内
線
2
4
7
4
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へ

市
長
と
語
ろ
う
！
市
長
と
の

意
見
交
換
会

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
声
を
市
政
に
反

映
さ
せ
る
と
と
も
に
、
地
域
づ
く
り

や
市
政
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
く

た
め
、
市
長
と
の
意
見
交
換
会
を
開

催
し
ま
す
。

●
大
学
生
世
代　

オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

ツ
ー
ル
「
W
e
b
e
x
」
を
使
用
し

ま
す
対
市
内
在
住
の
大
学（
院
）生
・

大
学
生
世
代
の
方
、
多
摩
地
域
の
大

学
に
通
学
す
る
大
学（
院
）生
の
方
時

1
月
22
日（
土
）午
前
10
時
〜
11
時
30

分
申
1
月
17
日（
月
）ま
で
に
、
電
話
、

ま
た
は
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、

E
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
大
学（
院
）生

の
方
は
学
校
名
を
書
い
て
、
フ
ァ
ク

ス
、
E
メ
ー
ル
で
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

●
す
べ
て
の
市
民
の
方　

直
接
会
場

へ
時
1
月
22
日（
土
）午
後
1
時
30
分

〜
2
時
30
分
場
柴
崎
学
習
館
保
5
人

程
度〔
1
歳
〜
学
齢
前
。
希
望
す
る

方
は
、
1
月
14
日（
金
）ま
で
に
、
電

話
、
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
、
E
メ
ー
ル

で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
〕

申
・
問
企
画
政
策
課
・
内
線
2
6
8

8
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公
開
す
る
会
議
日
程

　

い
ず
れ
も
直
接
会
場
へ（
先
着
順
）。

●
教
育
委
員
会
定
例
会　

時
・
場
▽▽

1
月
13
日（
木
）午
後
1
時
か
ら
＝
市

役
所
3
階
302
会
議
室
▽▽
1
月
27
日

（
木
）午
後
1
時
30
分
か
ら
＝
市
役
所

1
階
101
会
議
室
定
各
20
人
問
教
育
総

務
課
庶
務
係
・
内
線
2
4
6
5

●
総
合
教
育
会
議　

時
1
月
13
日

（
木
）午
後
3
時
30
分
か
ら
場
市
役
所

3
階
302
会
議
室
定
20
人
問
企
画
政
策

課
・
内
線
2
6
8
9

●
S
D
G
s
推
進
委
員
会　

時
1
月

13
日（
木
）午
後
６
時
30
分
か
ら
場
市

役
所
2
階
208
・
209
会
議
室
定
5
人
問

企
画
政
策
課
・
内
線
2
6
9
2

●
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会　

時

1
月
17
日（
月
）午
後
1
時
30
分
〜
3

時
場
市
役
所
1
階
101
会
議
室
定
5
人

問
保
険
年
金
課
業
務
係
・
内
線
１
３

９
０

●
保
育
の
あ
り
方
検
討
委
員
会　

時

1
月
17
日（
月
）午
後
6
時
30
分
か
ら

場
市
役
所
2
階
208
・
209
会
議
室
定
3

人
問
保
育
課
保
育
指
導
支
援
係
・
内

線
1
3
2
0

●
学
校
給
食
運
営
審
議
会　

時
1
月

20
日（
木
）午
後
3
時
か
ら
場
学
校
給

食
共
同
調
理
場
研
修
室
定
5
人
問
学

校
給
食
課
☎（
5
2
9
）3
5
1
1

●
生
涯
学
習
推
進
審
議
会　

時
1
月

21
日（
金
）午
後
6
時
30
分
か
ら
場
女

性
総
合
セ
ン
タ
ー
5
階
第
2
学
習
室

定
5
人
問
生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー

☎（
5
2
7
）5
7
5
7

▷固定資産税・都市計画税第3期分▷国民
健康保険料第6期分▷後期高齢者医療保険
料第6期分▷介護保険料第6期分

12月27日月今月の
納期

納付書裏面等に記載の場所で納付してください問
市税＝収納課管理係・内線1240、国民健康保険
料＝保険年金課賦課係・内線1416、後期高齢者
医療保険料＝保険年金課賦課係・内線1406、介
護保険料＝介護保険課介護保険料係・内線1446

　子育て世帯に対する国の支援策の一環と

して、立川市は、対象児童１人につき10

万円を現金で一括支給します。なお、右表
①の方に送付した通知には、先行給付金と

して５万円を支給すると記載しましたが、

10万円を一括支給します。

■対象児童

　平成15年４月２日～令和４年３月31日

に生まれた子ども

■支給対象者

　右表①～④のいずれかに該当する方（所得

が児童手当の所得制限限度額以上の方を除く）

■申請方法

　申請が必要な方には、送付する通知に申

請書を同封します。申請は１月４日㈫から

子育て世帯への臨時特別給付（現金10万円）を一括支給
受け付けます。子育て推進課〔市役所１階

21番窓口〕の窓口でも受け付けますが、で

きる限り郵送での申請にご協力ください。

■注意事項

▷▷児童手当を受給中で現況届を未提出の方

は現況届を提出してください▷▷支給対象者

で通知が届かない場合はお問い合わせくだ

さい▷▷配偶者等からの暴力を理由に避難し

ている方は、手続きにより給付金を受け取

れる場合があるのでお早めにご相談ください

問▷▷事業の概要＝内閣府コールセンター☎
0120（526）145〔午前９時～午後８時。土曜

・日曜日、祝日を含む。12月29日～１月３

日は除く〕▷▷支給・申請方法＝市子育て推進
課手当・医療費給付係・内線2639

支給対象者 通知の発送 申請・支給方法

①令和３年９月分の児
童手当を立川市で受給
している方

12月15日㈬
から順次

申請は不要です。12 月
27 日㈪に児童手当の振
込口座へ支給します。

②公務員であり令和３
年９月分の児童手当を
職場で受給している方

12月24日㈮
から順次

市が所得情報と口座情
報を確認できる方は申
請 不 要 で、 １ 月 18 日
㈫に支給します。
それ以外の方は通知に
同封する申請書で申請
が必要です。

③令和３年９月 30 日
時点で平成 15 年４月
２日～平成 18 年４月
１日生まれの高校生等
を養育している方

④令和３年９月１日～
令和４年３月 31 日に
生まれた子どもを養育
する方

随時

市が所得情報と口座情
報を確認できる方は申
請不要で、随時支給し
ます。
それ以外の方は通知に
同封する申請書で申請
が必要です。

文化功労者 顕彰
須田立雄さんが市長を表敬訪問
　市内在住の須田立雄さんが、11月、文化功労者とし

て顕彰されました。骨代謝研究を黎明期から支え、ビ

タミンDに着目した研究を進め、骨粗しょう症の基本

的な治療薬となる合成誘導体を考案するなど、斯学の

発展に多大な貢献をしたことが称えられたものです。

　須田さんは、12月８日に市長を表敬訪問し、顕彰

を報告されました。市長は、「このたびの顕彰は、須

田さんの不断の研究の成果で、私たち立川市民にと

って誇りです」 と祝意と敬意を示しました。


